
◎民法等の一部を改正する法律 
（令和六年五月二四日法律第三三号）   

一、 提案理由（令和六年三月二七日・衆議院法務委員会） 

○小泉国務大臣 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いた

します。 

 この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様

化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとす

るものであります。 

 その要点は、次のとおりであります。 

 第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正

して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を

明確化することとしております。また、父母が離婚する場合にその双方を親権者と定め

ることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致

しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。 

 第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債

権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払いについて合意することな

く離婚した場合においても父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払いを請求

することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づ

く民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の

規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしてお

ります。 

 第三に、安全、安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母

が婚姻中に別居する場面における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手

続において裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を設けること

としております。 

 このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整

備するほか、財産の分与の請求をすることができる期間を五年に伸長するとともに、そ

の請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしており

ます。 

 以上が、この法律案の趣旨でございます。 

 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。 

二、 衆議院法務委員長報告（令和六年四月一六日） 

○武部新君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する

規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする



等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払いを確保するための制度の

拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の

措置を講じようとするものであります。 

 本案は、去る三月十四日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会

に付託されました。 

 委員会においては、二十七日小泉法務大臣から趣旨の説明を聴取し、四月二日質疑に

入り、翌三日参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を行いました。 

 十二日、本案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会

・教育無償化を実現する会及び公明党の共同提案により、子の監護について必要な事項

を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう必要な広報

等を行うものとする規定、親権者の定め方、急迫の事情及び監護及び教育に関する日常

の行為の意義等について国民に周知を図るものとする規定、父母が協議上の離婚をする

場合における親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための

措置について検討等を加える規定、施行後五年をめどとして父母の離婚後の子の養育に

係る制度及び支援施策の在り方等について検討等を加える規定の追加等を内容とする修

正案が提出され、提出者から趣旨の説明を聴取し、原案及び修正案に対する質疑を行

い、質疑を終局いたしました。次いで、討論、採決の結果、修正案及び修正部分を除く

原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○委員会修正の提案理由（令和六年四月一二日） 

○米山委員 ただいま議題となりました修正案につきまして、提出者を代表して、その

趣旨を御説明申し上げます。 

 第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百

六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重

要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活

動を行うものとしております。 

 第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百

十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急

迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後

の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。 

 第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合にお

ける新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たも

のであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法

制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。 

 あわせて、附則において、政府は、この法律の施行後五年を目途として、改正後の各



法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り

方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を

講ずるものとしております。 

 以上であります。 

 何とぞ、御審議の上、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月一二日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関

する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状

況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、ＤＶや児童虐待等を防止して

親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応

じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。 

二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及びその内容に

ついて、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行う地方公共団体及

び共同親権の導入により大きく影響を受ける関係機関等に正確に伝わるよう、周知広

報の徹底に努めること。特に、親権の単独行使の対象となる民法第八百二十四条の二

各項の「急迫の事情」、「監護及び教育に関する日常の行為」、「特定の事項」及び第七

百六十六条第一項の「子の監護の分掌」等の概念については、その意義及び具体的な

類型等をガイドライン等により明らかにすること。 

三 子の利益の確保の観点から、本法による改正後の家族法制による子の養育に関する

事項の決定の場面において子自身の意見が適切に反映されるよう、専門家による聞き

取り等の必要な体制の整備、弁護士による子の手続代理人を積極的に活用するための

環境整備のほか、子が自ら相談したりサポートが受けられる相談支援の在り方につい

て、関係府省庁を構成員とする検討会において検討を行うこと。 

四 父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を

保護する観点に留意し、子の監護の安全や安心への配慮のほか、当事者の意見を適切

に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされるよう必要な研修その他の

取組を行うこと。 

五 離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実施されるよう、我が国における実状

調査のほか、諸外国における運用状況に関する調査研究等を踏まえ、養育費・婚姻費

用について裁判実務で用いられている標準算定表を参照して取り決められる額が適正

なものとなるための配慮等を含め、国自らによる取組の在り方に加え、民間の支援団

体や地方公共団体の取組等への支援の在り方について検討を行うこと。また、調査研

究に当たっては、公的機関による養育費の立替払い制度など、養育費の履行確保のさ

らなる強化について検討を深めること。 



六 父母による子の養育が互いの人格の尊重及び協力関係のもとで適切に進められるよ

う、離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画の作成を促進するための

事業に対する支援、ＡＤＲの利便性の向上など、関係府省庁及び地方公共団体等と連

携して必要な施策の検討を図ること。 

七 改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びＤＶ・虐待のある事案への対応を含

む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家

事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員及び専門性の向上、調停室や児童

室等の物的環境の充実、オンラインによる申立てやウェブ会議の利用の拡大等による

裁判手続の利便性の向上、子が安心して意見陳述を行うことができる環境の整備など、

必要な人的・物的な体制の整備に努めること。 

八 司法手続における利用者負担の軽減を図るため、法テラスによる民事法律扶助、Ｄ

Ｖ等被害者法律相談援助や地方公共団体における支援事業など、関係機関との連携を

一層強化し、必要な施策の充実に努めること。 

九 ＤＶ及び児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、ＤＶや児童虐待の防

止に向けて、被害者支援の一環としての加害者プログラムの実施の推進を図ることを

含め、関係機関と連携して被害者の保護・支援策を適切に措置すること。また、居住

地や勤務先・通学先等が加害者に明らかになること等によるＤＶ被害や虐待の継続、

ＳＮＳなどインターネット上の誹謗中傷や濫訴等の新たな被害の発生を回避するため

の措置を検討すること。 

十 親権者の指定や親子交流等が子の利益のため適切に行われるようにするため、ＤＶ

及び児童虐待の被害又はそれらのおそれの有無についての認定が適切に行われるよう、

必要な研修その他の取組を行うこと。また、父母が互いの親子交流を尊重し、これを

妨げる行為を防止する措置等について検討すること。 

十一 本法の下で新たな家族法制が円滑に施行され、子の利益を確保するための措置が

適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための体制整

備を進めること。また、本法の施行に伴い、税制、社会保障制度、社会福祉制度等へ

の影響がある場合には、子に不利益が生じることはないかという観点に留意して、必

要に応じ関係府省庁が連携して対応を行うこと。 

十二 改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本法の施行に先立って、子

の利益の確保を図るために必要な運用開始に向けた適切な準備を丁寧に進めること。 

三、参議院法務委員長報告（令和六年五月一七日） 

○佐々木さやか君 ただいま議題となりました法律案につきまして、法務委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関

する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるように

する等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度



の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等

の措置を講じようとするものであります。 

 なお、衆議院において、子の監護に必要な事項の定めに関する広報啓発、親権者の定

め方等の国民への周知、施行後五年を目途とする父母の離婚後の子の養育に係る制度及

び支援施策の在り方等の検討等を附則に追加する修正が行われております。 

 委員会におきましては、八名の参考人から意見を聴取するとともに、子の利益の具体

的内容とその確保、ＤＶ等のおそれのある事案において適切に親権者を定めることの必

要性、共同親権の下で単独で親権行使ができる具体的な類型、養育費確保の方策、離婚

後共同親権導入が子に与える影響、家庭裁判所の人的、物的体制の整備及び職員の専門

性の向上の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知

願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添委員より本法律

案に反対、立憲民主・社民を代表して牧山理事より本法律案に賛成する旨の意見がそれ

ぞれ述べられました。 

 討論を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年五月一六日） 

 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべき

である。 

一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関

する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状

況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、ＤＶや児童虐待等を防止して

親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応

じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。 

二 法務省及び最高裁判所は本改正に係る国会審議において、特に、①合意がない場合

に父母双方を親権者とすることへの懸念、②親権者変更、③子の居所指定、④過去の

ＤＶ・虐待の取扱いについての対応、⑤ＤＶ・虐待のおそれに関する質疑があったこ

とを含めて、立法者の意思に係るものとして、父母の協議や裁判所における判断に当

たって十分理解されるよう、その内容の周知に最大限努力を尽くすものとすること。 

三 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及び国会審議も

含めたその内容について、国民、関係府省庁はもとより、児童扶養手当等の事務を行

う地方公共団体及び共同親権の導入により大きく影響を受ける学校及び病院を始めと

した関係機関等に正確に伝わるよう、周知広報の徹底に努めること。特に、親権の単

独行使の対象となる民法第八百二十四条の二各項の「急迫の事情」、「監護及び教育に



関する日常の行為」、「特定の事項」及び第七百六十六条第一項の「子の監護の分掌」

等の概念については、その意義及び具体的な類型等をガイドライン等により明らかに

すること。ガイドラインの策定等に当たり、ＤＶ・虐待などに係る知見等を踏まえる

ことや、ＤＶ被害者等の意見を参考にすること。 

四 改正内容の周知に当たっては、親権の行使を受ける側、特に医療や教育など、それ

ぞれの場において適切な処理がなされるよう、分野ごとに個別に必要な取組を行うこ

と。また、当局からの情報提供に当たっては、Ｑ＆Ａ方式等、受け手に分かりやすく

伝わりやすい工夫を心掛けるとともに、国民の疑問等に答えられるよう留意すること。 

五 子の利益の確保の観点から、本法による改正後の家族法制による子の養育に関する

事項の決定の場面において子自身の意見が適切に反映されるよう、専門家による聞き

取り等の必要な体制の整備、弁護士による子の手続代理人を積極的に活用するための

環境整備のほか、子が自ら相談したりサポートが受けられる相談支援の在り方につい

て、関係府省庁を構成員とする検討会において検討を行うこと。 

六 父母の別居や離婚に伴う子の養育をめぐる事件の審理に関し、特に子の権利利益を

保護する観点に留意し、子の安全や安心、適時な親権行使の確保への配慮のほか、当

事者、特に子の意見を適切に聴取しこれを尊重することを含め適切な審理運営がされ

るよう必要な研修その他の取組を行うこと。 

七 離婚後の養育費の受給や親子交流等が適切に実施されるよう、我が国における養育

費・親子交流等に関する実状調査のほか、諸外国における運用状況に関する調査研究

等も踏まえ、養育費・婚姻費用について裁判実務で用いられている標準算定表を参照

して取り決められる額が適正なものとなるための配慮等を含め、国自らによる取組の

在り方に加え、民間の支援団体や地方公共団体の取組等への支援の在り方について検

討を行うこと。また、公的機関による養育費の立替払い制度など、養育費の履行確保

のさらなる強化について検討を深めること。 

八 父母による子の養育が互いの人格の尊重及び協力関係のもとで適切に進められるよ

う、父母の一方及び子に不相当な負担や心理的負荷を生じさせないことを確保しつつ、

離婚前後の子の養育に関する講座の受講や共同養育計画の作成を促進するための事業

に対する支援、ＡＤＲの利便性の向上など、関係府省庁及び地方公共団体等と連携し

て必要な施策の検討を図ること。 

九 改正法により家庭裁判所の業務負担の増大及びＤＶ・虐待のある事案への対応を含

む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、①家事事件を担当する裁判官、

家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員、②被害当事者及び支援者の協

力を得ることなどにより、ＤＶ・虐待加害者及び被害者の心理の理解を始めとする適

切な知見の習得等の専門性の向上、③調停室や児童室等の増設といった物的環境の充

実、オンラインによる申立てやウェブ会議の利用の拡大等による裁判手続の利便性の

向上、子が安心して意見陳述を行うことができる環境の整備など、必要な人的・物的



な体制の整備に努めること。 

十 司法手続における利用者負担の軽減を図るため、法テラスによる民事法律扶助、Ｄ

Ｖ等被害者法律相談援助や地方公共団体における支援事業など、関係機関との連携を

一層強化し、必要な施策の充実に努めること。 

十一 ＤＶ及び児童虐待が身体的な暴力に限られないことに留意し、ＤＶや児童虐待の

防止に向けて、リスクアセスメントも活用しつつ、被害者支援の一環としての加害者

プログラムの実施の推進を図ることを含め、当委員会での確認事項を反映させた上で

関係機関と連携して被害者の保護・支援策を適切に措置すること。また、居住地や勤

務先・通学先等が加害者に明らかになること等によるＤＶ被害や虐待の継続、ＳＮＳ

などインターネット上の誹謗中傷や濫訴等の新たな被害の発生を回避するための措置

を検討すること。 

十二 親権者の指定や親子交流等が子の利益のため適切に行われるようにするため、Ｄ

Ｖ及び児童虐待の被害又はそれらのおそれの有無についての認定が適切に行われるよ

う、必要な研修その他の取組を行うこと。また、父母が互いの親子交流を尊重し、こ

れを妨げる行為を防止する措置等について検討すること。 

十三 本法により離婚時の財産分与に係る請求期限が二年から五年となることを踏まえ、

二年となっている離婚時の年金分割に係る請求期限の延長について早急に検討を行う

こと。 

十四 本法の下で新たな家族法制が円滑に施行され、子の利益を確保するための措置が

適切に講じられるよう、関係府省庁等が連携して必要な施策を実施するための関係府

省庁の連絡会議を設置するなどの体制整備を進めること。また、本法の施行に伴い、

税制、社会保障制度、特に、児童の健全育成、子育てを支援する児童福祉を始めとす

る社会福祉制度等への影響がある場合には、子に不利益が生じることがないよう、関

係府省庁が連携して必要な対応を行うこと。 

十五 改正法が国民生活へ多大な影響を与えることに鑑み、本法の施行に先立って、子

の利益の確保を図るために必要な運用開始に向けた適切な準備を丁寧に進めること。 

  右決議する。 

 


